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第 14 回 ディスクロージャー  
（⑭四半期財務諸表に関する会計基準） 
（⑭-２企業内容の開示に関する内閣府令(抄)） 
（⑭-３会計上の変更及び誤謬の改正に関する会計基準） 

 
月(5) 法 2号館 213教室 
平成 23年 7月 25日 
財 務 諸 表 論 Ⅰ 

 
本レジュメは、企業会計基準及び次の各書を参考にさせていただいて作成した。(財務諸表論第 11版 武田隆二著 H21年 1月中央経済社発行)  
(ゼミナール現代会計入門第 8 版 伊藤邦雄著 H22.4日本経済新聞社発行)(公認会計士試験短答式財務諸表論第 7 版 石井和人著 H22.10中央経済社発行) 
 
 ディスクロージャー(開示)とは 

①財政状態(B/S)、経営成績(P/L)及び C/F計算書と分析の開示 

②リスク情報の開示 

③コーポレートガバナンスの状況の開示 

④会計方針等の変更、誤謬の訂正の開示 
 
 
１．ディスクロージャー制度 
 

(1)計算書類（会社法）の開示 
 

債権者保護の観点から、大会社か否か、公開会社か否か 

 

 

(2)有価証券報告書（金商法）の開示 
 

投資者保護の観点から、上場会社等について開示を行う。 
有価証券報告書、確認書、内部統制報告書、タイムリーディスクロージャ

ー、インサイダー取引 
 

 
(3)自主的な開示と企業イメージ 

 

ジョンソン＆ジョンソン（1982年タイレノール事件）、パナソニック（2006
年温風機事件、2007年電子レンジ等）、ライブドア事件 

本レジュメは講義日前にホームページに upしてあります  

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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４．ビジネス・リポーティングによる開示 
 

(1)ビジネスの概観  
 

企業概況、経済産業環境、技術トレンド、環境問題 
 

(2)企業戦略  
 

戦略の概要、ビジョン、ミッション、自社の強味、弱味、チャンス、脅威、

事業ポートフォリオ、知的財産の開示 
 

(3)資源とプロセス  
 

資源（資金、設備、組織、人材）、内部統制、戦略バランススコアカード、

ガバナンスとリスク管理 
 

(4)業績の説明  

 

 

５．用語の解説  
 

(1)潜在株式  
 

その保有者が普通株式を取得することができる権利や、普通株式への転換

請求権等を付された証券であり、新株予約権、転換社債型新株予約権付社

債、転換予約権付株式などをいう。 

潜在株式が顕在化すれば一株当たり利益の希薄化を招いたり、配当負担が

増えたり、株式の安定化比率が低下する。 

「潜在株式調整後一株当たりの当期純利益」 

 

(2)確定給付年金  
 

将来の受給額が予め確定している企業年金。 

各事業年度末において、積立金の額が責任準備金および最低積立基準額を

上回っている必要があり、不足した場合には追加拠出が求められる。その

ため会社は運用リスクを負っている。 

 

(3)確定拠出年金  
 

企業の拠出額が決まっているため運用実績により受給額が変動する。従っ

て運用リスクは受給者に帰属し、企業は運用リスクを負わない。 

従来制度からの移行にあたっては、従来制度下での年金財政上の積立不足

をすべて解消することが条件となっている。 
 



11 
 
⑭ 四半期財務諸表に関する会計基準 

(これは学生が会計基準を学ぶためにまとめたものです、更に補充して勉強して下さい。) 

 

 

重要定義のチェック 
 

(1)設 定(平成 19年 3月 14 日 ASBJ) 
 

上場会社等が四半期報告開示制度に基づいて作成する四半期財務諸表に適

用される会計処理及び開示を定めることを目的とする。 

 

(2)四半期会計期間 
 

一事業年度（以下「年度」という。）が三か月を超える場合に、当該年度の

期間を三か月ごとに区分した期間をいう。 

 

(3)期首からの累計期間 
 

年度の期首から四半期会計期間の末日までの期間をいう。 

 

(4)四半期単位積上げ方式 
 

四半期会計期間を一会計期間として三か月情報を作成し、各四半期会計期

間の三か月情報を積み上げていく方式をいう。 

 

(5)累計差額方式 
 

年度の財務諸表との整合性を重視して、四半期ごとに過去の四半期財務諸

表を洗い替えて再計算することにより累計情報を作成し、三か月情報は当

該四半期累計情報から直前の四半期の累計情報を差し引いて計算する方式

をいう。 

 

(6)折衷方式 
 

第 3四半期の決算手続においては、中間財務諸表制度や中間納税制度との

関係から、第 2四半期までは累計差額方式で作成し、それに、四半期単位

積上げ方式で作成した第 3四半期の三か月情報を合算する方式をいう。 

 

(7)四半期財務諸表の範囲 
 

B/S、P/L、C/F とする。 

 

(8)会計処理の原則と手続  
 

四半期特有の会計処理を除き、年度採用の会計処理に準拠する。 
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(9)四半期特有の会計処理 

 

①原価差異の繰延経理（年度末解消差異のみ） 

②後入先出法における原価修正（期首残高＞四半期末の時）の繰延可（〃） 

③税金費用（税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じて計算可） 

 

(10)注記事項 
 

①重要な会計処理の原則及び手続の変更 

②表示方法の変更 

③1株当り四半期損益（潜在株式調整後を含む） 

④簡便的な会計処理の採用 

⑤1株当り純資産額 

⑥継続企業の前提 

⑦季節変動 

⑧重要な保証債務と偶発債務 

⑨重要な企業結合、事業分離 

⑩重要な後発事象
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⑭-２ 企業内容の開示に関する内閣府令（抄） 
 

(これは学生が会計基準を学ぶためにまとめたものです、更に補充して勉強して下さい。) 

 

 

重要定義のチェック 
 

(1)設 定(昭和 48年 1月 30 日 最終改正昭和 20 年 12月 26日 内閣府令) 
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⑭-３ 会計上の変更及び誤謬の改正に関する会計基準 
 

(これは学生が会計基準を学ぶためにまとめたものです、更に補充して勉強して下さい。) 

 

 

重要定義のチェック 
 

(1)設 定(平成 21年 12 月 4日 ASBJ) 
 

会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計上の取扱い（開示を含む）

を定めることを目的とする。 

 

(2)会計方針 
 

財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則及び手続をいう。 

 

(3)表示方法 
 

財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法（注記による開示も含む。）

をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。 

 

(4)会計上の見積り 
 

資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務

諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出するこ

とをいう。 

 

(5)会計上の変更 
 

会計方針の変更、表示方法の変更及び会計上の見積りの変更をいう。過去

の財務諸表における誤謬の訂正は、会計上の変更には該当しない。 

 

(6)会計方針の変更 
 

従来採用していた一般に公正妥当と認められた会計方針から他の一般に公

正妥当と認められた会計方針に変更することをいう。 

 

(7)表示方法の変更 
 

従来採用していた一般に公正妥当と認められた表示方法から他の一般に公

正妥当と認められた表示方法に変更することをいう。 

 

 

 



15 
 
(8)会計上の見積りの変更 
 

新たに入手可能となった情報に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に

行った会計上の見積りを変更することをいう。 

 

(9)誤謬 
 

原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入

手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによ

る誤りをいう。 

 

(10)遡及適用 
 

新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処

理することをいう。 

 

(11)財務諸表の組替え 
 

新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように表示を

変更することをいう。 

 

(12)修正再表示 
 

過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することをいう。 

 

(13)包括利益 
 

ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、

当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分を

いう。 

 

(14)その他の包括利益 
 

包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいう。 
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前回の復習と質問 
（第 13 回 H23.7.11） 

 

H23.7.25 

 

 
 
 経営資本とは何か？  

 
 
 
１．経営資源の重点の変遷 
 

何を重視して経済活動が行われているか。その結果、会計も変化する。 
 

(1)実物経済（モノ作りの経済）…貸方経営資本 
 

株主から拠出された資本は、会社の生産的設備へ投資されて利益を獲得す

るということが想定されていた。実物中心の経済である。管理者は貸方資

本の維持を重視しなければならない。 

 

(2)マネー経済（金融財の経済）…経営資本の流動性化 
 

管理の中心が実物財から借方金融財へ移行する。 

金融財の比重の高まった経済社会では、「ボラティリティ」（価格の変動）

と「フィージビリティ」（現金化可能性）を特性とする借方金融資産が重視

される。それはリクイデーション（清算）重視の経済である。 

 

(3)知的情報経済（ベンチャービジネスの経済）…経営資本のベンチャー化 
 

知識に対する資金の提供という図式である。知的ビジネスモデルによるア

イディアを事業に創り変えるようなイメージで、人、ノウハウの経済活動

が中心となる。 

 

(4)会計の複眼思考と借方経営資源の変化 

 

債権者持分(負債) 

株主持分(純資産) 
資金源(経営資源を支えるもの) 

（１）→（２）→（３） 
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(5)経営資源とそれを支える経営資本  
 

（ 

変 

化 

） 

資産 
生産財 

↓ 

金融財 

↓ 

知的財 

負債 
（他人資本→マイナス資産） 

 

純資産 
（自己資本→差額概念） 

（経営資本＝資金） 

 

 

 

２．会社法における資本の部から純資産の部への改正  
 

(1)従来は資本を、払込資本金と獲得利益の留保としてきた。 
 

また、資産の部、負債の部、資本の部という区分ではあったが、特に資本

の部の区分は大多数の賛同を得られたものではなかった。 
その理由は、負債と資本の関係が次第に区分しづらくなってきているとい

う事実がある。例えば、 
 
① 返済期限の定めのない永久債は、負債と言えるのか。経済実態として資    

本と比較してどのような差があるのか。 
② 償還株式は社債とどこが違うのか。 
③ 土地評価差額金や金融商品の時価評価損益は、株主への帰属という点で  
見ると変動中の評価差額は、獲得利益とどのような差があるのか。 

④ 連結財務諸表の少数株主持分は負債なのか、資本なのか。 
⑤ 新株予約権は権利行使されれば資本となるが、権利行使されない場合は 
利益となり、負債(義務)とも資本(利益)とも言えない。 

 
今回の会社法の改正は、純資産の部について、従来の資本概念を株主資本

という形で残しつつ、時価評価差額損益、繰延ヘッジ損益、少数株主持分

などを株主資本以外の項目として区分し、両者を合わせて純資産とした。 
即ち、資本主の持分「株主への帰属＝資本の部」から、資産と負債の差額

「資産－負債＝純資産の部」への変化である。 
 

 

(2)債権者保護から自己責任へ 
 

資本の部(意味のあるもの)から純資産の部(計算上の差額) 
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「資本の部」と「純資産の部」の対比 

 

 
資本の部  純資産の部 

   

  Ⅰ 株主資本 

Ⅰ 資本金   １ 資本金 

Ⅱ 新株式申込証拠金   ２ 新株式申込証拠金 

Ⅲ 資本剰余金   ３ 資本剰余金 

  １ 資本準備金    (1)資本準備金 

  ２ その他資本剰余金    (2)その他資本剰余金 

   (1)資本金及び資本準備金減少差益      ××× 

   (2)自己株式処分差益   

     資本剰余金合計      資本剰余金合計 

Ⅳ 利益剰余金   ４ 利益剰余金 

  １ 利益準備金    (1)利益準備金 

  ２ 任意積立金    (2)その他利益剰余金 

別途積立金     別途積立金 

  ３ 当期未処分利益     繰越利益剰余金 

      利益剰余金合計      利益剰余金合計 

Ⅴ 土地再評価差額金   

Ⅵ 株式等評価差額金   

Ⅶ 自己株式   ５ 自己株式 

Ⅷ 自己株式申込証拠金   ６ 自己株式申込証拠金 

      株主資本合計 

   

  Ⅱ 評価・換算差額等 

     １ その他有価証券評価差額金 

            新 設  ２ 繰延ヘッジ損益 

   ３ 土地再評価差額金 

      評価・換算差額合計 

             新 設 Ⅲ．新株予約権 

   

資本合計  純資産合計 

 


